
 

許可申請書の記載要領 

 

別記様式第五（第八条の五関係）  

制 限 外 牽
けん

引 の 許 可 申 請 書  

 

年    月    日   

兵 庫 県 公 安 委 員 会   殿  

 
住所  

申請者  
氏名               

申 請 者 の 免 許 の 種 類  
 免許証番号又は  

免許情報記録の番号 

 

牽
けん

引 す る 自 動 車  種  類   
番号標に表示さ  

れている番号  

 

牽
けん

引 さ れ る 車 両  
種  類   

台 数  台  

牽
けん

引 の 全 長  ｍ  運 搬 品 名   

牽
けん

引 の 方 法  
 

 

牽
けん

引 の 年 月 日 時  年  月  日  時から    年  月  日  時まで  

牽
けん

引 の 経 路  

出   発   地  経   由   地  目   的   地  

   

通 行 す る 道

路  
 

 第       号  

制 限 外 牽
けん

引 許 可 証  

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。  

 条  件    

                      年    月    日  

公  安  委  員  会   □印  

備 考  用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。  

①  

②  

③  ④  
⑤  ⑥  

⑦  ⑧  
⑨  ⑩  

⑪  ⑫  

⑬  



 

※  記 載 要 領 及 び 注 意 事 項  

  ①  申 請 日  

    申 請 の 日 を 記 載 し て く だ さ い 。  

  ②  申 請 者  

申 請 車 両 の 運 転 者 の 住 所 、 氏 名 を 記 載 し て く だ さ い 。  

（ 長 距 離 等 で 運 転 者 が 複 数 の 場 合 、代 表 者 １ 名 を 申 請 者 欄 に 記 載 し 、

2 人 目 以 降 の 運 転 者 に つ い て は 、 そ の 全 員 の 住 所 、 氏 名 、 免 許 の

種 類 及 び 免 許 証 番 号 等 を 記 載 し た 運 転 者 一 覧 表 を 別 紙 と し て 添 付

し て く だ さ い 。）  

  ③  申 請 者 の 免 許 の 種 類  

    申 請 者 （ 運 転 者 ） の 免 許 の 種 類 を 記 載 し て く だ さ い 。  

（ 例 ） 普 通 一 種 、 大 型 二 種  等  

  ④  免 許 証 番 号 又 は 免 許 情 報 記 録 の 番 号  

    申 請 者（ 運 転 者 ）の 免 許 証 番 号 又 は 免 許 情 報 記 録 の 番 号 を 記 載 し て  

く だ さ い 。  

  ⑤  牽
け ん

引 す る 自 動 車 の 種 類  

    牽
け ん

引 車 両 の 種 別 を 記 載 し て く だ さ い 。  

    （ 例 ） ト ラ ク タ ー 、 普 通 乗 用 自 動 車 、 大 型 貨 物 自 動 車 等  

  ⑥  番 号 標 に 表 示 さ れ て い る 番 号  

    牽
け ん

引 車 、 被 牽
け ん

引 車 の 全 て の ナ ン バ ー を 記 載 し て く だ さ い 。  

⑦  牽
け ん

引 さ れ る 車 両 の 種 類  

被 牽
け ん

引 車 両 の 種 別 を 記 載 し て く だ さ い 。  

（ 例 ） セ ミ ト レ ー ラ ー 、 フ ル ト レ ー ラ ー 、 ポ ー ル ト レ ー ラ ー 等  

  ⑧  牽
け ん

引 さ れ る 車 両 の 台 数  

 被 牽
け ん

引 車 両 の 台 数 を 記 載 し て く だ さ い 。  

  ⑨  牽
け ん

引 の 全 長  

 牽
け ん

引 時 の 、牽
け ん

引 車 両 の 前 端 か ら 、一 番 後 ろ の 被 牽
け ん

引 車 両 の 後 端 ま で

の 長 さ を 記 載 し て く だ さ い 。  

⑩  運 搬 品 名  

    運 搬 品 名 を 具 体 的 に 記 載 し て く だ さ い 。  

  ⑪  牽
け ん

引 の 方 法  

 車 両 の 牽
け ん

引 方 法 を 記 載 し て く だ さ い 。  

 （ 例 ） ト ラ ク タ ー で 牽
け ん

引  等  

  ⑫  牽
け ん

引 の 年 月 日 時  

    実 際 に 運 行 す る 期 間 を 記 載 し て く だ さ い 。  

※  定 型 的 に 反 復 、 継 続 し て 行 わ れ る 運 搬 行 為 で 、 運 転 者 、 車 両 、

牽
け ん

引 方 法 、運 転 経 路 が 同 一 で あ れ ば 、最 大 １ 年 ま で 許 可 が 可 能 な

場 合 が あ り ま す 。  

  ⑬  牽
け ん

引 の 経 路  

    住 所 、 経 由 地 、 目 的 地 、 道 路 名 等 を 具 体 的 に 記 載 し て く だ さ い 。  

※ 制 限 外 牽 引 の 許 可 は 、経 路 上 の 全 て の 都 道 府 県 の 公 安 委 員 会 に 申

請 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 


